
証券コード4274
平成28年６月８日

株 主 各 位
東京都あきる野市菅生1847番地
細 谷 火 工 株 式 会 社
代表取締役社長 細 谷 穰 志

　
第65回定時株主総会招集ご通知

　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第65回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書
類」をご検討くださいまして、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご捺印の
上、折り返しご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
　

記
１. 日 時 平成28年６月24日（金曜日）午前10時
２. 場 所 東京都あきる野市菅生1847番地

　当社 技術開発センター会議室
３. 目的事項

報 告 事 項 第65期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報
告及び計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役１名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 会計監査人２名選任の件
第６号議案 取締役の報酬額改定の件

　各議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとお
りであります。

以 上
〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰
◎当日ご出席の際には、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い

申しあげます。また、紙資源節約のため、本招集ご通知をご持参ください。
◎本招集ご通知添付書類のうち「株主資本等変動計算書」及び「計算書類の個別注記表」につきまし

ては、法令及び当社定款第15条に基づき、当社ウェブサイト（http://www.hosoya-pyro.co.jp)
に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。

◎事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
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(添付書類)

事 業 報 告

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

Ⅰ 会社の現況に関する事項
　1. 事業の経過及びその成果

　当事業年度におけるわが国経済は、政府の経済対策や財政健全化策などにより、
企業収益の改善や投資の増加・賃上げ及び雇用環境の改善等が見られるものの、
消費拡大に向かう経済の好循環にはまだ至っていない状況であります。
　火工品業界においても一定の需要はあるものの、それ以上の受注が望めない状
況が続いております。

このような環境の下、当社は民間向け救難用火工品の販売活動を続けておりま
すが、大きな受注にはまだ至っておりません。
　当期の売上高は、委託試験等の受注により、期初の販売計画を上回り、前期よ
り若干増収となりました。
　一方、利益面においては継続して原価改善を徹底し、品質向上に向けた対策を
することで一定の利益を確保できましたが、従業員の待遇改善や工場内の施設整
備計画による倉庫の新設や老朽化した設備の更新など環境改善費用の支出があり、
利益は当期純利益を除き前期を下回る結果となりました。

以上の結果、当事業年度の売上高は1,584百万円（前期比0.8％増）、営業利益
127百万円（前期比39.7％減）、経常利益154百万円（前期比25.9％減）、当期純
利益99百万円（前期比0.4％増）と、前年同期と比べ売上高は増加したものの、
営業利益・経常利益は減益となり、当期純利益については税金負担額の減少によ
り増益となりました。

　
　 事業別の販売状況は、以下のとおりであります。

（火 工 品 事 業） 火工品事業は、官公庁向け火工品受注では計画をほぼ達成でき
ましたが、一部民間向け火工品の受注減を委託試験等の受注で
補い、1,428百万円（前期比0.6％増）となり、増収となりま
した。

（賃 貸 事 業） 賃貸事業は、賃貸先が増加したことにより、賃貸売上高は156
百万円（前期比3.5％増）となり、増収となりました。
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　2. 設備投資等の状況
　当事業年度におきましては、工場内施設整備計画に基づく新倉庫の建設費など
28百万円、本社工場の火工品生産に必要な構築物、機械装置及び工具・器具・備
品等に対する環境・生産設備投資に40百万円、その他事務効率化に向けた既存ソ
フトウエアの改良費２百万円など、その総額は71百万円であります。

　3. 資金調達の状況
　設備の新設及び拡充資金は、自己資金及び一部借入金によっております。

　4. 対処すべき課題
　火工品業界の景気動向は、現在の国内経済状況では市場の活性化、販売増加は
望めない状況が続いております。
　当社の主要な販売先である防衛省を始めとする官公庁向け事業は、国家予算の
動向及び当社の製品の特性等により、当面大幅な受注増は期待できないことから、
民間向け事業の促進を図り、売上高に占める民間事業比率の拡大に努める所存で
す。
　そこで当社は、事業を推進していく上で、以下の点を特に重要課題として経営
計画に盛り込み積極的に推進する所存であります。
(1) 新製品の開発
① 市場ニーズの動向を的確に把握し、斬新な商品企画により「顧客の創造」に

努めます。
② 製品開発にあたっては、当社の非火薬（火薬類取締法対象外）技術の効果的

活用を図ります。
③ 他社との共同開発又は受託研究にあたっては、当社の知的財産の確保に留意

すると共に、新技術については積極的に特許権の出願を行います。
④ 社内製作による治具工具及び設備管理機材については、ホームページ等を活

用して市場での需要喚起を図り、商品化に努めます。

― 3 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月25日 18時20分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



(2) 広報活動の積極的推進
会社パンフレット、製品カタログ及びホームページを適宜刷新すると共に、

ＩＲ（投資家向け広報）及び各種イベントの活用等、多様な広告媒体を積極的
に活用し、民間市場における当社の認知度の向上を図ります。

(3) 品質管理の徹底と製造原価の継続的な低減
　当社は、すべての製品において品質管理を徹底し、良品の製造を目指します。
また、製品の適正な収益性向上に向けた原価低減を実行します。

(4) インフラ等整備の推進
　本社・工場及び火薬庫のある菅生地区及び商業施設等のある草花地区の再整
備・再開発に向け社内に委員会を設け、外部の調査会社にも委託して両地区の
再開発に向けた法規制等状況の収集を図り、まず次の設備投資に向け準備して
おります。
　菅生地区では他の火薬庫と効率的に運用するための汎用性の高い３級火薬庫
の建設及び草花地区の一部製造施設をより生産上利便性の高い菅生地区への移
設を予定しております。

(5) 人材の育成、能力活用
　当社は、社員の能力向上のための各種施策を積極的に推進します。

① 社員の能力向上を図るため、毎年「年度教育計画」を作成し実行します。
② 管理職、監督職の管理能力向上を図るため、各職位別に研修を実施します。
③ 将来の管理職候補者を対象とした、選抜された社員による「ビジネスリーダ

ー研修」を実施します。
④ 会社の業務運営上不可欠な資格取得を積極的に奨励し、資格取得者を計画的

に養成します。

株主の皆様におかれましては、当社の経営に深いご理解をいただき、今後とも
なお一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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　5. 財産及び損益の状況の推移

区 分 第 62 期
平成24年度

第 63 期
平成25年度

第 64 期
平成26年度

第 65 期
平成27年度

売 上 高 (百万円) 1,503 1,582 1,571 1,584

経 常 利 益 (百万円) 219 162 208 154

当 期 純 利 益 (百万円) 134 102 98 99

１株当たり当期純利益 (円) 33.46 25.46 24.70 24.80

総 資 産 (百万円) 2,908 2,996 3,102 3,159

純 資 産 (百万円) 1,767 1,884 1,998 2,039

１株当たり純資産額 (円) 441.13 470.23 498.86 509.04

（注）1. 「１株当たり当期純利益」は、当期純利益を期中平均株式数（自己株式控除後）で除して算
出しております。

2. 「１株当たり純資産額」は、純資産を期末発行済株式総数（自己株式控除後）で除して算出
しております。

　6. 重要な親会社及び子会社の状況
　 該当事項はありません。

　7. 主要な事業内容
　当社は防衛省、消防庁他諸官庁向けの救難・訓練・防衛・警護等の火工品製造
販売及びその評価試験、民間向け火工品、エアバッグ用点火薬製造などの火工品
事業と貸店舗等の賃貸事業を営んでおります。
　主な製品は次のとおりであります。

区 分 主要製品・サービス

火 工 品 事 業
救命胴衣用自動膨張装置、信号筒救難用、発煙筒信管付、照明
筒発射式、信号発煙筒類、無公害発煙筒、落下衝撃吸収用エア
バッグ等の火工品、使用済核燃料再処理剤、安全評価実験請負、
発煙ゴルフボール、耐水圧発煙筒、火工品焼却処分

賃 貸 事 業 大型実験棟、火薬庫群、大型商業店舗
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　8. 主要な営業所及び工場

名 称 所 在 地

本 社 工 場 東京都あきる野市

草 花 工 場 同 上

東京営業所 東 京 都 新 宿 区

　9. 従業員の状況

従 業 員 数 対前期比増減(△) 平 均 年 令 平均勤続年数

84 名 ４ 名 45.4 才 10.2 年

（注）上記の他に臨時従業員月平均16名おります。

10. 主要な借入先

借 入 先 借 入 金 残 高

西 武 信 用 金 庫 235
百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 200

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 100

株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 100

11. その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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Ⅱ 会社の株式に関する事項
　1. 発行可能株式総数 8,064,000株
　2. 発行済株式の総数 4,032,000株

（うち、自己株式数 26,188株）
　3. 株主数 479名

　4. 上位10名の株主の状況

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）
細 谷 文 夫 1,001 25.0
細 谷 火 工 共 栄 会 287 7.2
浅 原 勝 272 6.8
松 井 証 券 株 式 会 社 185 4.6
志 村 実 175 4.4
西 武 信 用 金 庫 170 4.2
末 松 國 彦 144 3.6
ナ ス ク リ エ ー ト 株 式 会 社 137 3.4
日 油 株 式 会 社 100 2.5
株 式 会 社 り そ な 銀 行 95 2.4
三井住友海上火災保険株式会社 95 2.4

（注）持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

　5. その他株式に関する重要な事項
　 該当事項はありません。
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Ⅲ 会社役員に関する事項
　1. 取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 細 谷 穰 志
常 務 取 締 役 古 山 雄 一 工場統括、内部統制担当
取 締 役 島 井 武四郎 技術開発担当

取 締 役 佐 藤 誠
佐藤誠公認会計士・税理士事務所所長
あすなろ監査法人代表社員
株式会社アイティフォー社外取締役（監査
等委員）

監 査 役 古 賀 裕 基
監 査 役 志 村 実 志村電設㈱代表取締役社長
監 査 役 安 藤 隆 允 安藤公認会計士事務所所長

（注）1. 佐藤誠氏は、社外取締役であります。
2. 志村実、安藤隆允の両氏は、社外監査役であります。なお、安藤隆允氏は、金融商品取引

所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
3. 監査役志村実氏は、従来より当社の監査役として監査業務経験が豊富であること、また電

気設備関連の職務経験及び経営に関する知見を有するものであります。
4. 監査役安藤隆允氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有するものであります。
5. 取締役伏木良雄氏は、平成27年６月25日の第64回定時株主総会終結の時をもって退任いた

しました。
　

　2. 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支給人員 支給額
名 千円

取締役 5 55,839
（内社外取締役） （2） （2,700）

監査役 3 8,650
（内社外監査役） （2） （2,970）

合計 8 64,489
（注）1. 上記報酬等の額には、当事業年度において計上した、役員退職慰労引当金 8,332千円（取

締役 8,052千円、監査役 280千円）を含んでおります。
2. 上記報酬等の額の他、平成27年6月25日開催の第64回定時株主総会の決議に基づき、退任

取締役１名に対して退職慰労金 1,000千円支給しております。
3. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4. 取締役の報酬額につきましては、昭和57年６月29日開催の定時株主総会において年額

60,000千円以内、監査役の報酬額につきましては、平成９年６月27日開催の定時株主総会
において年額10,000千円以内と決議いただいております。
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　3. 社外役員に関する事項
(1) 重要な兼職先である他の法人等と会社との関係

　該当事項はありません。
(2) 特定関係事業者との関係

　該当事項はありません。
(3) 当事業年度における主な活動状況

氏 名 地 位 取締役会出席状況 監査役会出席状況
佐藤 誠 社外取締役 　13回中12回 －
志村 実 社外監査役 17回中16回 　13回中12回
安藤隆允 社外監査役 　17回中13回 　13回中10回

（注）社外取締役佐藤誠氏につきましては、平成27年６月25日就任後の状況を記載しております。

　取締役伏木良雄氏の退任に伴い就任した取締役佐藤誠氏は、取締役会におい
て公認会計士としての豊富な経験及び知見に基づき、当社の経営全般にわたっ
て発言を行っております。
　また、監査役志村実、安藤隆允の両氏は、監査役会において各々の豊富な経
験及び知見に基づき、業務の適正化の観点から監査業務全般について発言を行
っております。

(4) 責任限定契約の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基

づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第1項の責任につき同法

第425条第1項に定める最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としてお
ります。
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Ⅳ 会計監査人の状況
　1. 会計監査人の氏名
　 公認会計士 江畑幸雄
　 公認会計士 一井 正

　2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
　 公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額
　 公認会計士 江畑幸雄 7,222千円
　 公認会計士 一井 正 3,240千円

　

（注）1． 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、
当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2． 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの妥
当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

　3. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の能力、監査の遂行状況及びその品質管理、独立性等
を勘案して必要と判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案
を決定し、当社取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたしま
す。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認めら
れる場合は、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にお
いて、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

（注）「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行されたこ
とに伴い、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の決定機関を取締役会から監査役会に変
更しております。
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Ⅴ 会社の体制に関する事項
1. 業務の適正を確保するための体制

当社は、内部統制システムの基本方針について次の通り決議しております。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制
① 法令及び定款等の遵守を目的として「企業行動規範」「コンプライアンス規

程」等の社内規程を定め、取締役が率先垂範すると共に使用人全員に対して
教育・研修により周知徹底を図る。

② 法令違反等の行為又は事実を識別した場合には、速やかに取締役会及び監査
役会に報告すると共に、法令違反等の未然防止、早期発見と早期解決のため
に「内部通報制度規程」を制定して問題点の指摘と改善策を講じる。

③ 内部統制評価の計画に基づき、内部統制評価グループはコンプライアンスの
状況を定期的に監査する。
　

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役会の職務に係る情報・帳票類等（電磁的記録を含む。以下に同じ。）に

ついては、「文書管理規程」及び法令に基づき適正に作成、保存及び管理し、
取締役及び監査役が常時閲覧できるものとする。

② 当社が保存又は管理する電磁的記録については、「ＩＴシステム管理規程」に
則した管理体制でセキュリティの確保を図ると共に、継続的にその改善を図
る。
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(3) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
① 事業上のリスク管理に関する基本方針及び体制を定めた「経営危機管理規程」

に基づきリスク管理体制を構築する。
② 各部門は、それぞれの部門に発生する可能性のあるリスクの把握に努め、内

部統制評価グループは、リスク管理体制の有効性について監査を実施する。
③ 経営に重大な影響を与える事態が発生した場合には、直ちに対策本部を招集

し、迅速な対応を行うことにより、損失・被害を最小限にとどめる。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役は、責任と権限に関する基本事項を定めた「職務権限規程」に基づき

適正かつ効率的に職務を執行する。
② 取締役会は原則月1回開催し、経営上の重要な事項は取締役会において決定

される。また、取締役及び使用人が共有する全社的な経営目標を定め、取締
役は、その目標達成のため担当する各部門に周知徹底するとともに、業務運
営を容易にするため指揮し統括管理する。

③ 原則月1回開催される常勤役員会において、職務を執行する取締役及び執行
役員は、職務の執行に関して充分な審議を行い、目標達成のための進捗を管
理する。

(5) 監査役による監査の実効性を確保する体制
① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役

会は監査役と協議の上、必要と判断した場合監査役の補助使用人を任命する
ことができる。
　また、その人員の異動、評価等の人事事項に関しては監査役の意見を尊重
した上で行うものとする。

② 取締役及び使用人は法令に基づく事項の他、監査役の求める事項について速
やかに対応し、会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実があることを発見
した時は、法令に従い直ちに監査役に伝達する。

③ 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をした
時は、当該監査役の職務の執行が適切か否かを判断して手続きを行うものと
する。

④ 監査役と取締役及び会計監査人とは、それぞれ定期的に意見を交換する。ま
た、取締役及び使用人は監査役から業務執行に関する事項について質問等が
あった時は、速やかに適切な対応を行う。
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2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次の

通りとなります。
(1) コンプライアンスについて

内部統制グループは内部監査を実施すると共に、関係部署と連携して金融商
品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」を行い、適宜取
締役会への報告を行っております。
　また、法令及び社内諸規程遵守のために、継続的な社内教育を実施しており
ます。

(2) 取締役、監査役の職務の執行について
当事業年度は取締役会、常勤役員会を17回開催し、業務執行に関する重要事

項を決定しております。これらの会議には監査役も出席しております。
　監査役は重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を確認しております。
また、取締役、会計監査人と情報交換を行うことで、監査の実効性の向上を図
っております。

　

　
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載数字は、金額、株数については表示単位未満を切捨て、比率その他につい

ては四捨五入しております。
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貸 借 対 照 表
（平成28年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

( 資 産 の 部 )
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有形固定資産

建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無形固定資産

借 地 権
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
出 資 金
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金

<1,451,160>
727,369
12,601

398,174
29,569

100,534
151,850

9,755
14,468
2,048
4,786

<1,708,582>
<1,508,270>

310,865
79,228
28,452
1,709

31,038
1,041,348

2,158
13,468

<47,042>
33,451
4,851
8,739

<153,270>
125,391

3,125
23,833

920

( 負 債 の 部 )
流 動 負 債 <886,610>

買 掛 金 44,611
短 期 借 入 金 600,000
１年内返済予定の長期借入金 13,992
リ ー ス 債 務 941
未 払 金 52,061
未 払 費 用 32,330
未 払 法 人 税 等 14,682
未 払 消 費 税 等 37,843
前 受 金 11,092
預 り 金 39,678
賞 与 引 当 金 38,667
そ の 他 709

固 定 負 債 <233,999>
長 期 借 入 金 21,028
リ ー ス 債 務 1,324
退 職 給 付 引 当 金 62,709
役員退職慰労引当金 55,561
製 品 保 証 引 当 金 22,176
長 期 預 り 保 証 金 56,139
長 期 預 り 金 6,146
資 産 除 去 債 務 8,913
負 債 合 計 1,120,610
( 純 資 産 の 部 )

株 主 資 本 <1,985,751>
資 本 金 <201,600>
資 本 剰 余 金 <18,121>

資 本 準 備 金 18,121
利 益 剰 余 金 <1,777,870>

利 益 準 備 金 50,400
そ の 他 利 益 剰 余 金

別 途 積 立 金 1,270,000
繰 越 利 益 剰 余 金 457,470

自 己 株 式 <△11,840>
評価･換算差額等 <53,380>
その他有価証券評価差額金 <53,380>
純 資 産 合 計 2,039,132

資 産 合 計 3,159,742 負債・純資産合計 3,159,742
（注） 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
(平成27年４ 月１ 日から

平成28年３ 月31日まで)
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 1,584,560
売 上 原 価 1,131,716
売 上 総 利 益 452,844
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 324,940
営 業 利 益 127,904
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2
受 取 配 当 金 2,766
製 品 保 証 引 当 金 戻 入 額 30,322

　 雑 収 入 1,742 34,834
営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,509
休 止 固 定 資 産 関 係 費 用 3,455

　 雑 損 失 246 8,211
経 常 利 益 154,527
特 別 利 益 ― ―
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 516
役 員 退 職 慰 労 金 1,000 1,516

税 引 前 当 期 純 利 益 153,010
法 人 税 等 39,610
法 人 税 等 調 整 額 14,066
当 期 純 利 益 99,334

（注） 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成28年５月11日

細谷火工株式会社
　取締役会 御中

江畑公認会計士事務所
公認会計士 江 畑 幸 雄 ㊞

一井公認会計士事務所
公認会計士 一 井 正 ㊞

　私たちは、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、細谷火工株式会社の平成27年
４月１日から平成28年３月31日までの第65期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査
を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　私たちの責任は、私たちが実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附
属明細書に対する意見を表明することにある。私たちは、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに計算書類及びその
附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画
を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、私たちの判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監
査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私たちは、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びそ
の附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　私たちは、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第65期事業年
度の取締役の職務の執行に関して、審議の結果、監査役全員の一致した意見とし
て、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状
況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部統制グループその他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及
び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務
の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の
業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項
及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基
づき整備されている体制（内部統制システム）の状況の監視及び検証いたしま
した。なお、取締役等及び会計監査人から当該内部統制の評価及び監査の状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。以
上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について
検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務
の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会
計審議会）等に従って整備している旨の報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につい
て検討いたしました。
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２. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の内容及び取締役の職務の
執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 江畑公認会計士事務所 公認会計士江畑幸雄及び一井公認会計
士事務所 公認会計士一井正の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年５月12日
細谷火工株式会社 監査役会

常勤監査役 古賀 裕基 ㊞
社外監査役 志村 実 ㊞
社外監査役 安藤 隆允 ㊞

以 上
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議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類
1. 議決権の代理行使の勧誘者

細 谷 火 工 株 式 会 社
代表取締役社長 細 谷 穰 志

2. 議案及び参考事項
　 第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
　 期末配当に関する事項

　当期の期末配当につきましては、安定的な配当の継続と当期の業績等を勘
案いたしまして、次のとおりといたしたいと存じます。

　 （1）配当財産の種類
　 金銭
　 （2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　 普通株式１株につき７円
　 なお、この場合の配当総額は28,040,684円となります。
　 （3）剰余金の配当が効力を生じる日
　 平成28年６月27日（月曜日）

　 第２号議案　取締役１名選任の件
経営体制の強化を図るため取締役１名を増員することとし、選任をお願いする

ものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款に基づき、
他の在任取締役の任期満了時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。
氏 名

（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る
当社株式数

とよ だ はじめ
豊 田 肇

（昭和28年8月20日生）

昭和52年４ 月 防衛庁航空自衛隊幹部候補生学校入隊
平成19年４ 月 空将補
平成22年12月 防衛省航空自衛隊退官
平成23年７ 月 ㈱ホソヤエンタープライズ入社
平成25年６ 月 同社退社
平成25年６ 月 当社入社
平成25年７ 月 社長室長
平成26年６ 月 執行役員社長室長
平成28年４ 月 執行役員社長室長兼東京営業所長

現在に至る

０株

（注） 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

― 19 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月25日 18時20分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



　 第３号議案　監査役１名選任の件
　監査役志村実氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役
１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。
氏 名

（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る
当社株式数

し むら みのる
志 村 実

(昭和32年６月15日生)

昭和58年４ 月 志村電設㈱入社 取締役
平成 ４ 年１ 月 志村電設㈱ 代表取締役社長（現任）
平成14年６ 月 当社監査役

現在に至る

175,040株

（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 志村実氏は、社外監査役候補者であります。

志村実氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外監査役としての
職務を適切に遂行いただけるものと期待できるため、引き続き選任をお願いするものです。

3. 志村実氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって14年となります。
4. 当社は、定款の規定に基づき、志村実氏との間で会社法第427条第１項の規定により、同

法第423条第１項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が
ないときは、法令が定める最低責任限度額に限定する旨の責任限定契約を締結しておりま
す。

　 第４号議案　補欠監査役１名選任の件
　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役（全員）
の補欠として、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議に
よりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
　また、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ており
ます。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏 名

（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る
当社株式数

たけ や とも ゆき
竹 谷 智 行

(昭和28年11月２日生)

昭和59年４ 月 弁護士登録
平成 ３ 年４ 月 竹谷法律事務所入所
平成13年６ 月 ㈱ＳＲＡ監査役（現任）
平成18年６ 月 ㈱ＳＲＡホールディングス監査役

現在に至る

０株

（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 竹谷智行氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士として、法令についての高度

な能力・識見に基づき客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行うことが期待で
きると判断したためであります。

3. 竹谷智行氏が社外監査役として就任された場合には、当社定款の規定に基づき、竹谷智行
氏との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項に定める責任につい
て、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める最低責任限
度額に限定する旨の責任限定契約を締結する予定であります。

4. 竹谷智行氏は、東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしております。
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　 第５号議案　会計監査人２名選任の件
会計監査人である、公認会計士江畑幸雄氏、公認会計士一井正氏は、本総会終

結の時をもって任期満了により退任されます。
つきましては、監査役会の決定に基づき、新たに会計監査人２名を選任するこ

とにつき、ご承認をお願いするものであります。
会計監査人候補者は、次のとおりであります。
氏 名

（生年月日） 事務所の所在地 略歴

あか す かつ み
赤 須 克 己

（昭和31年12月9日生）

東京都千代田区神田小
川町３丁目14番地奥村
ビル 公認会計士赤須会
計事務所

平成 ２ 年３ 月 公認会計士登録
平成 ２ 年７ 月 公認会計士赤須会計事務所設立

現在に至る

くろ す ゆたか
黒 須 裕

（昭和48年7月21日生）

東京都豊島区長崎6丁目
36番地14 黒須公認会
計士事務所

平成18年６ 月 公認会計士登録
平成27年11月 黒須公認会計士事務所設立

現在に至る
　

（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 公認会計士 赤須克己氏、公認会計士 黒須裕氏を会計監査人の候補者とした理由は、独立

性及び専門性並びに監査活動の適切性などの職務執行能力を総合的に勘案した結果、適切
であると判断したためであります。

　 第６号議案　取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額は、昭和57年６月29日開催の第31回定時株主総会にお

いて、年額60百万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、その後の経
済情勢の変化及び第２号議案が原案どおり承認可決されますと取締役１名増員さ
れることになることを考慮して、取締役の報酬を年額100百万円以内と変更させ
ていただきたいと存じます。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含
まないものといたしたいと存じます。

また、現在の取締役の員数は４名（うち社外取締役１名）でありますが、第２
号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役５名（うち社外取締役１名）と
なります。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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友田

東京

拝島

新宿

八高線

中央線

西武線青梅線

立川八王子

福生
小作 至川越

至青梅

菅生高校入口

瀬戸岡

新滝山街道

中央自動車道
圏央道

菅生
高校

八王子 IC

あきる野 IC

日の出 IC

東京サマーランド

小作駅

福生駅

至立川

左入町
R16

会場
細谷火工
株式会社

株主総会会場ご案内図

　
―交通のご案内―

●交通機関をご利用の場合
　JR青梅線小作駅 西東京バス「東海大菅生高校」下車、徒歩５分

タクシー25分
　JR青梅線福生駅 タクシー25分
●お車をご利用の場合

圏央道日の出ICより国道411号（滝山街道）の青梅方面に入り、菅生高校
入口信号左折、東海大菅生高校通過後150ｍ程です。約10分

　
工場見学会開催のご案内
　株主総会終了後、ご希望の株主様を対象に工場見学会を開催の予定です。
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